
○ 平成24年4月1日から浦和県税事務所と大宮県税事務所が統合し、さいたま県税事務所

になります。場所は現在の浦和県税事務所になります。

埼玉県

○ 自動車税事務所が、現在の大宮県税事務所の場所に移転し、大宮県税事務所の事務の

一部を引き継ぎます。

○ 現在の自動車税事務所は、大宮支所として、引き続き窓口業務を行います。

○ 県税事務所の取扱う税目を次のとおり変更します。

税 目 現 行 平 成 2 4 年 4 月 1 日 ～

法人県民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税、

狩猟税

浦和県税事務所

大宮県税事務所
さいたま県税事務所

他の県税事務所 他の県税事務所（変更なし）

県民税（利子割、配当割及び株式等譲渡所得割）、県たばこ税、鉱区税 大宮県税事務所 自動車税事務所

ゴルフ場利用税、軽油引取税
大宮県税事務所 自動車税事務所

川越・熊谷・春日部県税 川越・熊谷・春日部県税（変更なし）

自動車取得税、自動車税 自動車税事務所 自動車税事務所（変更なし）

自 動 車 税 事 務 所

さいたま県税事務所
浦 和 県 税 事 務 所

（浦和合同庁舎）

平成２４年４月１日～

（さいたま市（岩槻区を除く）内の法人二税、

個人事業税、不動産取得税等を所管）

（浦和合同庁舎）

大 宮 県 税 事 務 所
（大宮合同庁舎）

自 動 車 税 事 務 所
（さいたま市西区）

統

合

自動車税事務所大宮支所（さいたま市西区）

(県内全域の自動車税、県民税利子割及び浦和・

川口・大宮・上尾県税管内の軽油引取税等を所管)

（大宮合同庁舎）

お問い合わせ先
（平成24年4月1日から）

さいたま県税事務所 （浦和合同庁舎）
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5

※浦和、大宮以外の県税事務所は変更ありません。

自動車税事務所 （大宮合同庁舎）
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-124

※ 自動車取得税については、各支所へお問い合わせください。

自動車税事務所大宮支所 （さいたま市西区）
〒331-8580 さいたま市西区中釘2152
電話 048-623-0600
※熊谷、所沢、春日部支所は変更ありません。

電

話

代表 048-822-5131
法人県民税、
法人事業税、狩猟税

048-822-5526

個人事業税 048-822-4076
不動産取得税 048-822-4079
税金の還付について 048-822-1129
納税相談について 048-822-4083

048-822-4084

電

話

納税通知書の送付先、税額、
納税確認、納税方法等について

050-3786-1222
（自動車税ｺー ﾙｾﾝﾀー ）

課税について 048-658-0226
税金の還付について 048-658-0224
納税証明書の発行について 048-658-0224
減免について 048-658-0227
ゴルフ場利用税、軽油引取税ほか 048-641-5441
納税相談について 048-641-2222


